
あなたにとって不要でも、誰かにとっては必要かも

リユース（再利用）にトライ

今、注目の「リユース」

― あなたに合ったリユース方法が選べます ―

【リユースとは】
　リユースとは、一度使ったものを不用品としてごみとしないで、何度も繰り
返し使用することです。
　引っ越しや買い替えで、まだ使える家電製品や家具、衣類
などごみとして捨てていませんか？
　まだ使えるものは、必要とする人に販売・譲るなどしてで
きるだけリユースしましょう。

リサイクルショップ フリーマーケットスマホアプリ

（ジモティー・おいくら 等）

◦家具類（箪笥・テーブル等）◦家具類（箪笥・テーブル等）
◦趣味品（釣り竿・楽器・アウトドア用品等）◦趣味品（釣り竿・楽器・アウトドア用品等）
◦衣類◦衣類

◦家電製品類◦家電製品類
（電子レンジ・ファンヒーターなど（電子レンジ・ファンヒーターなど

粗大ごみで出しているもの）粗大ごみで出しているもの）

※詳細は裏面に記載

南相馬市ごみ減量啓発チラシ　令和６年度号外



 粗粗大大ごごみみをを手手軽軽ににリリユユーーススししててみみまませせんんかか  

 市の粗大ごみの排出量は、ここ 10 年間で３倍以上に増えています。引っ越しや買い替えで、まだ使える家

電製品や家具、衣類などをごみとして捨てていませんか。リユース（再利用）の推進に取り組むため、市では

令和６年１月に、「ジモティー」を手掛ける株式会社ジモティーと、「おいくら」を手掛ける株式会社マーケ

ットエンタープライズとそれぞれ連携協定を締結しました。 

 不要品をごみとして捨てる前に、簡単な手続きで販売・譲り渡しができる「リユース」の選択肢をご検討く

ださい。 

粗大ごみを手軽にリユースしてみませんか
　引っ越しや買い替えで、まだ使える家電製品や家具、衣類などをごみとして捨てていませんか。リユー
ス（再利用）の推進に取り組むため、市では令和６年１月に、「ジモティー」を手掛ける株式会社ジモティー
と、「おいくら」を手掛ける株式会社マーケットエンタープライズとそれぞれ連携協定を締結しました。
　不要品をごみとして捨てる前に、簡単な手続きで販売・譲り渡しができる「リユース」の選択肢をご
検討ください。

・市が行う事業ではありません。「ジモティー」のご利用に関するお問い合わせは「ジモティーへの問い合わせ」に、「おいくら」
のご利用に関するお問い合わせは「おいくらサービスセンター」にそれぞれ問い合わせファームよりご連絡ください。

・ご利用の際は、それぞれの規則や注意事項を必ず確認いただき、トラブルに遭わないよう安全にご利用ください。
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